


１  「国際観光旅客税」を活用した訪日外国人旅行者の地方への誘客に向けた支援 
  
   ○ 地方への誘客拡大に向けた情報発信の強化 
   ○ 地方における快適な旅行環境の整備に向けた支援 
   ○ 地域資源を活用した体験型観光の満足度向上に向けた支援 
   ○ 広域連携での観光振興の取組に対する支援 

国内外からの誘客に向けた観光地域づくりの推進について 

《地方の取組》 
・長門市では、絶景の元乃隅稲成神社や日露首脳会談の開催等により、  
  国内外からの観光客が増加傾向 
  ⇒県・市・事業者・地元が連携し、魅力ある観光地域づくりを推進 

提
案
・要
望 

現状 課題・問題点 

《温泉街の抱える課題と再生に向けた対応方向》 
・旅行スタイルの変化に対する対応の遅れ 
  ⇒団体旅行から個人旅行へのシフトに対応することが必要 
 

・稼働率の低迷・収益悪化に対応した安値競争 
  ⇒温泉地としての認知度・顧客満足度を高めることが必要 
 

・設備投資に対する意欲の低下 
  ⇒温泉地としての新たな魅力づくり・チャレンジが必要 
 

～「３つの維新」への挑戦（超重点）要望～   

２ 地方の観光地域づくりの推進に向けた支援 
    ○ 県と長門市が連携して取り組む「長門湯本温泉観光まちづくり計画」の実現をはじめ、国内外からの誘客を目指す地方の観光地域づくりに対する支援  

《国の制度》 
 平成３０年４月に「国際観光旅客税法」及び「国際観光振興法」が成立 
 ・国際観光旅客税 ※平成３１年１月から 
  出国の際に１人当たり１，０００円を徴収 
 ・国際観光振興法 
  国際観光旅客税の使途を規定 
  ①ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備 
  ②日本の多様な情報入手の容易化 
  ③観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度向上 

《訪日外国人旅行者の動向等》 
・訪日外国人旅行者の多くは、ゴールデンルートと呼ばれる首都圏から 
 関西圏を訪れ、地方への訪問はごく僅か 
 

・本県の外国人観光客数や外国人宿泊者数は、近年、大きく増加してい 
 るが、全国的には低位 
 

・本年の明治維新１５０年や今後の東京オリ・パラ大会などを好機として、   
 長門湯本温泉をはじめとした「温泉」、明治維新などの「歴史」、多彩な 
 「食」、多様で魅力あふれる「自然」を核とした観光地域づくりに取り組 
 みながら、訪日外国人旅行者の本県への誘客を進めることが必要 
 

《観光庁》 

21 出典：H29 長門市観光客動態調査 



「国際観光旅客税」を活用した訪日外国人旅行者の地方への誘客と地方の観光地域づくり支援 

山口県ならではの魅力を楽しみ、新たな感動が生まれる観光目的地“山口県”の実現 

 

 

◆地方への誘客拡大に向けた情報発信の強化 

 ・JNTOと地方との協働による、地方を観光目的地とした海外ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの実施 

 ・地域の魅力発信に向けたJNTOウェブサイト等のコンテンツの充実 等 

◆地方における快適な旅行環境の整備 

 ・航空会社、JR等交通事業者と連携した広域周遊ルートの造成 

 ・Wi-Fi環境整備やキャッシュレス化など、利便性の向上と消費拡大につながる 

  サービスの普及拡大 等 

訪日外国人旅行者の地方への誘客 国際観光旅客税の活用 

 

 

 

地方の観光地域づくり 長門湯本みらいプロジェクト 

ゴールデンルート 

インバウンドの地方への誘客 

地方の観光地域づくり 温泉街の再生・活性化 ⇒ 本県観光の起爆剤 ⇒ 持続的な経済波及効果の創出 

◆地域資源を活用した体験型観光の満足度向上 

 ・サイクリング、トレッキング等自然体験型コンテンツの充実 

◆広域連携での観光振興の取組に対する支援 

 ・せとうち観光推進機構をはじめ、広域的取組を行う団体への支援 

  の充実 

 

◆地方の観光地域づくりの推進に向けた支援 

 長門市の長門湯本温泉をはじめとした「温泉」、明治維新などの「歴史」、

多彩な「食」、多様で魅力あふれる「絶景」など、地域資源を核にした観光

地域づくりに対する支援 

 

 魅力ある温泉街の形成に向け、市民の意見を踏まえて星野リゾートとと

もにまとめたマスタープランをベースに、地域と民間事業者、行政とが一体と

なり、観光まちづくりを推進 

長門湯本みらいプロジェクト 
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 ○ 「わくわく地方生活実現会議」での提言を踏まえた新たな地方回帰施策 

   の創設 

  ・ 高校生の地方留学制度の創設   

  ・ 全国統一の就職プラットフォームの整備 

  ・ 就職プラットフォームと連動した移住者に対する支度金支給制度の創設 

  ・ 長期間のインターンシップのプラットフォーム構築及び経済的支援 

地方への人の流れの創出について 
《内閣官房/文部科学省》 

提
案
・要
望 

現状 課題・問題点 

■ 地方で暮らすことに対する若者の意識改革    

・東京で暮らしている若者にとって、地方での生活はイメージしにくい 

・若い頃に地方生活に触れる機会を増やす必要がある 

・各県においてＵＪＩターン就職に係るサイトを構築しているが、個人への 

  訴求力に課題がある 

・地元の中小企業の求人や事業承継、大企業の地方採用等についての 

  情報を十分に提供できていない 

・移住のハードルを下げるための経済的支援が不可欠 

・就農等においては、給付金の支給によって一定の成果が出ている 

～「３つの維新」への挑戦（超重点）要望～ 

■ 地方にも活躍の場があることが若者に伝わっていない 

■ 地方への移住に対する経済的な不安を和らげることが必要 

■ 地方での活躍の場を更に広げていくことが必要 

・東京一極集中の是正に向け、企業の地方分散に取り組むことも重要 

 
○ 企業の地方分散 

   ・ 企業の一部門の移転と従業員の赴任に対する支援 

   ・ 東京における企業の立地制限などの抜本的な対策の導入     

東京一極集中を是正し、地方への人の流れの創出に向けた取組への支援  
 
○ 地方大学の振興 

   ・ 地方大学への進学に向けたインセンティブの創設 

   ・ 地方大学の魅力向上と機能強化への支援    
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■ 東京圏への転入超過は拡大傾向にあり、昨年は119,779人の転入超過 

■ 東京一極集中が続く中で若い世代を中心として、地方圏の人口流出に 

  歯止めがかかっていない  

■ 本県のＨ29の転出超過は4,093人で、20～30代の若い世代が大学進学 

  時や就職時に県を離れ、特に若い女性の転出が顕著 
 

山口県の転出超過数の推移 

-4,093 

地方圏 

119,779 

67,209 

-105,975 -69,753 

東京圏及び地方圏における人口移動の推移 

出典：住民基本台帳人口移動報告（総務省）    出典：住民基本台帳人口移動報告（総務省）    



｢わくわく地方生活実現会議｣での提言を踏まえた新たな地方回帰施策の創設 

《高校生の地方留学制度の創設》 
 ∇  地方出身で東京在住の親が子どもを母校に留学（進学） 
        させることで、地方生活に対する若者の意識を改革 

《全国統一の就職プラットフォームの整備》 
 ∇  大企業を含めた各都道府県の企業情報を一括して提供し、 
        東京の若者の地方への就職を促進 

 ∇  地方の人手不足に対応した女性や高齢者の就業を促進 

《就職プラットフォームと連動した移住者に対する支度金支給制度の創設》 
 ∇  移住者への支度金支給などの経済的支援により、地方への移住を加速 

《長期間のインターンシップのプラットフォーム構築及び経済支援》 
 ∇  地方自治体と企業、大学等が連携して課題を設け、それを解決するための長期間の   

        インターンシップのプラットフォーム構築と経済支援 
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 地方大学の振興 

《企業の一部門の移転と従業員の赴任に対する支援》        
  ∇  企業の一部門の移転に係る支援策の導入と従業員の赴任費用に 

    対する支援をセットで実施 

《東京における企業の立地制限などの抜本的な対策の導入》      
  ∇  本社機能の地方移転等を行う企業に対する財政支援措置の創設 

  ∇  移転から一定期間、東京圏と地方とで法人税率に差を設ける など 

《地方大学への進学に向けたインセンティブの創設》      
  ∇  地方国立大学の入学料・授業料の引き下げ 

  ∇  地方大学での授業料無償化の先行実施  など 

《地方大学の魅力向上と機能強化への支援》 
  ∇  新たな国際的な大学間交流の実現 

    ・山口県立大学とハワイ大学マウイ校の国際的な交流による人材育成の推進  

 企業の地方分散  

わくわく地方生活実現会議 

・若者を中心としたＵＪＩ
ターン対策の抜本的強
化 

・地方の人材不足に対
応した女性や高齢者の
活躍等の推進 

東京一極集中の是正 
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      政府関係機関の地方移転の推進について      
《内閣官房／文部科学省／水産庁／防衛省》 

現状 

・計画的な施設整備のため、予算の確保が必要 

課題 

持続的な地方への移転の推進 

・地方への新たな人の流れを創り出すため、更なる地方移転が必要 

移転が決定した機関の着実な移転 

３機関移転による相乗効果の発現 

・移転機関と地元企業等との共同研究・研究協力を促進するための環境整備 
 が必要 
・移転機関相互と関連機関との連携強化による全国レベルの研究体制の 
 構築が必要 

 山口県型共同研究開発・教育プラットフォームの整備 
移転機関と公設試験研究機関、大学等を高速大容量・高ｾｷｭﾘﾃｨの通信ﾈｯﾄﾜｰｸで接続 

提
案
・要
望 

 １ 政府関係機関の更なる地方移転  

    ○  東京一極集中の是正に真に効果的な、新たな政府関係機関の地方移転の実現 （地方移転を一過性のものとせず、国家戦略として更に推進） 
 

 ２ 艦艇装備研究所岩国海洋環境試験評価サテライト（仮称）の着実な移転 
    ○ 移転スケジュールの履行に必要な予算の確保 
  

 ３ 地方移転が実現した「JAXA西日本衛星防災利用研究センター」及び水産研究・教育機構 

    「山口連携室」の機能の拡充 

   ○ 地元との共同研究を進めることが可能な人員等の体制と研究費の充実、人材育成・国際連携の機能拡充 
   ○ 機関相互の連携強化による全国トップレベルの研究体制の構築 
  ＪＡＸＡ西日本衛星防災利用研究センター 

～「３つの維新」への挑戦（超重点）要望～ 

JAXA西日本衛星防災利用研究センター（H29.4運用開始） 

・県総合防災情報システムにおいて衛星データを活用 
・研究会を設置し、衛星データ活用方策に係る研究を実施 
 ※竹林分布状況等の把握による里山再生モデルが内閣府実証プロジェクトに採択 

・宇宙を題材にした授業やイベント、講演会等を開催 

水産研究・教育機構  「山口連携室」    （H29.4運用開始） 

・山口連携室を核に、水産大学校、県、下関市、県漁協等において共同研究を実施 

岩国海洋環境試験評価サテライト（仮称） （2021年運用開始予定） 

・平成29年11月、整備予定地を取得 
・平成30年度、施設整備に着手（平成30年度予算額 57億円） 

移転を支える本県の取組 
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防衛装備庁 艦艇装備研究所  

岩国海洋環境試験評価サテライト（仮称） 

  艦艇装備研究所が今後積極的に取り組んでいく先進的な研究分野（水中無人機な
ど）に関する効率的・効果的な試験の実施 

共同研究課題 

●漁業構造改革の経営面 
 からのPDCAサイクル確立 
 

●輸出促進のための水産物 
   高付加価値化 等 

          

 
 
 

人員体制・研究費 
の充実が必要 

水産研究・教育機構 

水産共同研究拠点「山口連携室」 

政府関係機関の更なる地方移転 岩国海洋環境試験評価サテライト（仮称）の着実な移転 

新たな政府関係機関の移転 

 ⇒ ・新たな移転候補となる政府関係機関の選定 

     例）災害時等における省庁機能のリスク分散 等 

    ・「地方への新しい人の流れを創る」という基本理念の実現 

     に向けた、機関全体の地方移転 
     

地方移転に係る、継続的な提案募集 

・人材育成・国際連携の推進による技術者の集積 

・リモートセンシング技術の研究拠点 

・情報関連産業の育成・集積 

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ） 

西日本衛星防災利用研究センター 

次世代 
ビジネス
の創出 

人員体制・研究費 
の充実が必要 

移転機関の機能の拡充 

2021年の運用開始に向けて、確実な予算措置が必要 

収益性の高い漁業の実現 
新規事業の展開 
新規参入の拡大 

政府関係機関移転基本方針 
H28.3まち・ひと・しごと創生本部決定 

 
移転対象 ２３機関・５０件    

○ 大型タンク内で海の音響状況や水中ロボットの運動を模擬 
   ⇒ 海に出ることなく、効率的かつ効果的な試験評価が可能 

○ 民生分野との研究協力や試験評価施設の活用により、水中ロボット分野 
 に関する技術の向上に寄与 
   ⇒ 当地が水中ロボットなどの試験評価の集積となる可能性 
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１ 山口県発インフラ輸出ローカルモデルとしての推進 
  
 ○ 全国に先駆けて地元産業界と一体となって取組を進めている、本県の強みを活かしたインフラ輸出構想の山口県発ローカルモデルとしての推進 
   

水産インフラ輸出構想の推進について       《外務省／水産庁／経済産業省 》 

提
案
・要
望 

現状 

課題・問題点 

２  （独）国際協力機構（ＪＩＣＡ）中小企業海外展開支援事業を活用したビジネスモデル構築に向けた支援 
  
 ○ 水産インフラ輸出構想の具現化のため、ＪＩＣＡの中小企業海外展開支援事業活用に向けた国の助言・支援 
   

・ 昨年度、事業実施可能性調査（FS）を実施したところであるが、同調査の次のステップとして、構成企業の連携等による具体的なビジネスモデル構築を 
 図るため、（独）国際協力機構（JICA）の中小企業海外展開支援事業等の活用を進めていく必要がある。 
・ ＯＤＡを活用するに当たり、「水産インフラ」導入の重要性や効果についてベトナム国の理解を高め、導入の優先順位が高まるよう、同国の人材育成等 

 について、引き続き国の助言を得る必要がある。 

山口県の取組 

国の動き 

「やまぐち海外展開方針」（平成28年3月） 

・ＡＳＥＡＮ地域を重点地域として、中堅・中小  
 企業の海外展開を支援 

ＡＳＥＡＮ地域のニーズ 

・漁獲から流通に至る一連の鮮度管理シス  
  テムの導入についての高いニーズが存在 

本県水産関連企業のポテンシャル 

・漁獲、加工など一連の水産関連企業が立地 
・現地のニーズに対してパッケージでインフラ  
  輸出できるポテンシャルが存在 

地元産業界と一体となった「研究会」の設置
（平成28年10月） 

事業実施可能性調査（平成29年8月～平成30年2月） 

・経済産業省事業による事業実施可能性調査（FS） 
 を実施し、構想実現に向けたロードマップを整理 
・ベトナム側への効果⇒初期投資額367.2億円に対 
   し、直接経済効果として年間 279.1億円     
・ベトナム側の高付加価値型マーケット醸成、カウ 
 ンターパートの確保や開拓が課題 
※本プロジェクト参加企業による上記投資について 
  の受注を促進 

「未来投資戦略2017」（平成29年6月） 

・ 「海外の成長市場の取り込み」を 
 成長戦略の柱に位置付け 

【具体的な施策】 

・中堅・中小企業の海外展開支援 
 2010年：12.6兆円⇒2020年：２倍 
・インフラシステム輸出の拡大  
  2010年：約10兆円⇒ 2020年：約30兆円 

～ 「３つの維新」への挑戦（超重点）要望～ 

ベトナム・キエンザン省政府関係者招聘（平成29年5月） 
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ＯＤＡを活用した水産インフラ輸出構想 
  ～ 一連の鮮度管理システムの導入に高いニーズがあるベトナム等ASEAN地域に対して、 

             県内企業が持つ技術・製品をパッケージでインフラ輸出し、関連企業の業績拡大を通じた県内経済の活性化を図る ～ 

漁獲 
水揚げ 

（陸揚げ～選別） 
流通 

（産地市場） 
加工 

流通 
（消費市場等） 

 【漁船】 
 ・大型化・高度化 
 ・保蔵設備の強化 

 
 【製氷機】 
 ・スラリーアイスの導入 
 ・既存工場の製氷能力拡大 

  
 
 
 

 【水産加工工場】 
 ・高度な水産加工機械 
 の導入 

 
 【冷凍冷蔵保管】 
 ・拡張や新規建設による適切な規模・機能の冷蔵冷凍倉庫の確保 
 ・高度な冷凍機器の導入 

  
 
 

 【漁港】 
 ・拡張や新規建設による  
  適切な規模・機能の確保 

 

 【物流】 
 ・海外/域外輸出用 
   空港、道路など 

 【卸売市場】 
 ・卸売市場の設置 

  (大手企業連携) 
 鮮度管理機能を 
   有する物流ネット 
   ワークの構築 

2018～2019年度 2020年度 2021年度 
～5年後 
(2023年度頃) 

～10年後 
(2028年度頃) 

 ＯＤＡを活用した中小企業の海外展開支援（ＪＩＣＡ） 
                                           
   

                                
   
      
    ※４年で全案件（以下の各技術）の受託を目指す 

 

 ＪＩＣＡ 
    草の根技術協力 
       （漁獲技術等） 

 

  
 
   ベトナム政府が策定 
 した「水産業振興マ 
 スタープラン」に基づ 
 くハードインフラ整備 

スラリーアイス、漁船製造・改造 

案件化調査 普及・実証事業 

加工設備 案件化調査 

冷凍・冷蔵倉庫 
保管センター 

案件化調査 

  
 
・衛生管理が徹底さ 
   れた、収容力のある 
   漁港整備 

  

 

民
間
ベ
ー
ス
で
の
事
業
展
開 

高
付
加
価
値
水
産
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
の
完
成 キエンザン省 

今
後
の
展
開
（ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
） 

普及・実証事業 

普及・実証事業 

案件化調査（非ＯＤＡ事業） 

普及・実証事業（ＯＤＡ事業）  
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 １ 長門・俵山道路、俵山・豊田道路、木与防災の事業促進        

 ２ 須子（島根県益田市）～萩（萩市）間の未着手区間の 

   早期事業化 
  ○ ｢須子～田万川間｣、｢大井～萩間」の事業着手 
  ○ 残る区間の｢計画段階評価｣の速やかな実施 

山陰道の建設促進について 

提
案
・要
望 

現状・課題 

災害対応力の強化 

 ・大雨や越波による通行規制区間や線形不良箇所が存在しており、通行止めも発生 
 ・災害時等にも機能する代替性の確保された幹線道路ネットワークの構築が必要不可欠 

山陰地域の活性化・中国圏の一体的な発展 

 ・山陰地域の活性化のためには、多様な地域資源を有効に活用した産業・観光の振興や雇用の
創出が重要であり、そのための基盤である山陰道の早期整備が必要不可欠 

 ・中国圏の発展に向けた対流促進型の圏域づくりのためには、圏域内及び隣接圏域間の交流・連
携の強化が重要であり、山陰道の整備による広域的な道路ネットワークの構築が必要不可欠 

  
 

 

 

３ 三隅（長門市）～小月（下関市）間の未着手区間の 

  早期事業化 
 ○ ｢三隅～長門間｣の事業着手 
 ○ 残る区間の「計画段階評価」の速やかな実施 

国道１９１号  
（阿武町宇田） 

県道下関長門線 

（長門市大寧寺峠） 

越波により通行止め 豪雨による土砂崩れで通行止め 

山陰道 L=380km

九州圏

四国圏

関西圏
中国圏

※白抜きは未着手区間

県道大河内地吉線 

（下関市豊田町地吉） 

すれ違い困難 

国道１９１号 

（阿武町木与） 

土砂崩れ 

国道１９１号 

（萩市越ヶ浜） 

事故による通行止め 

現道の課題（線形不良箇所等） 異常気象（平成27年8月25日の台風第15号） 

《国土交通省》 

～「３つの維新」への挑戦（超重点）要望～ 
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広島県 

島根県 

山口県 

須子～萩間 

大井～萩間 
【事業着手】 

木与防災 
【事業促進】 

益田市 

萩市 

長門市 

下関市 

萩・三隅道路 
【供用済】 

長門・俵山道路 
 【事業促進】 

俵山・豊田道路 
 【事業促進】 

中国縦貫自動車道 
山陽自動車道 

山陰道 

須子（益田市）～田万川間 
【事業着手】 

三隅～長門間 
【事業着手】 

位置図 地域連携 

「明治日本の産業革命遺産」 

世界文化遺産 構成資産 

主な観光資源 主な地域ブランド 

萩城下町 

恵美須ヶ鼻造船所跡 

萩反射炉 

松下村塾 

大板山たたら製鉄遺跡 先帝祭 角島大橋 

萩しーまーと 

長州黒かしわ 萩たまげなす 萩相島すいか 

阿武町 

キウイフルーツ 

下関ふく 

やまぐちの 

瀬つきあじ 

やまぐちの 

あまだい 

平成２７年８月２５日の台風１５号の影響による 
通行止め箇所 

元乃隅稲荷神社 元乃隅稲成神社 

三隅～小月間 

予定路線区間

基本計画区間

優先整備区間

事 業 中 区 間

供 用 済 区 間

凡　　　例

未着手区間 
【早期事業化】 

ツール・ド・しものせき 

多様な地域資源 
萩焼まつり 

主なイベント 

広域観光周遊ルート形成計画 

 

地域間連携 

（鳥取県・島根県・山口県萩市） 

「縁の道～山陰～」 

  （山陰インバウンド機構） 

 

ラグビーＷ杯キャンプ招致 

惣郷鉄橋 萩・明倫学舎 

道の駅 

「センザキッチン」 

ABU ウォーターボーイズ 
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◎幕末・明治期の先人たちの「志」と「行動力」に学び、これを今に活かし、未来へつなぐ。   
【実施テーマ】『 志と行動力 歴史は人がつくる 』 【実施期間】Ｈ29～Ｈ30 

○ 若者の「志」や「行動力」を育む取組に対する支援 

  ・高校生等を対象とした「主体的に考え、行動する」人材を育成する取組に対する支援   
○ 地域人材の輩出に向けた取組に対する支援 
  ・地域の人材育成を進める地方大学へのインセンティブ措置 
  ・地域の人材育成の取組に対する企業の理解促進と気運醸成 
  ・行政・大学・企業が一体となって取り組む人材育成の取組に対する支援 

明治１５０年を契機とした未来に向けた「人づくり」の推進について 
《内閣官房》 

提
案
・要
望 

現状 課題・問題点 

■ 行政・大学・企業が一体となった人材育成に向けて    

・地域のニーズに応える人材育成の取組を進め 

 る大学に対するインセンティブ措置が必要 

・持続可能な取組とするための負担金の拠出等 

 について、企業の理解を得ることが不可欠 

・自治体・大学・経済界が一体となって取り組む 

 ＰＢＬの取組等の安定的な運営に向けた支援  

 が必要 

～「３つの維新」への挑戦（超重点）要望～ 

地域の将来を担う人材の輩出・育成への支援 

明治１５０年プロジェクト「やまぐち未来維新」 

  ① 県民の意識啓発・機運醸成 

【 今 に 活 か す 】 【 未 来 へ つ な ぐ 】 

  ② 未来を担う人材の育成 

  ③ 国内外に向けた情報発信・ＰＲ 

  先人たちへの理解の深化、郷土への誇り 
   と愛着の高揚、未来を目指す機運の醸成 

ふるさとやまぐちを愛し、山口県の未     
来を担う人材の育成と活躍促進 

  ④ 歴史の保存・顕彰・継承 
 幕末・明治期の歴史的遺産を保全・顕 
    彰・継承するための環境整備 

    多彩で魅力あるイベント等への関心の高まり、 
     ｢明治維新胎動の地」山口県の認知度の向上 

振り返
り､考え､ 
行動につ
なげる 

■ 若者の「志」や「行動力」を育む取組の推進   

・地方が行う「人づくり」に対する地方創生推進交 

 付金等による支援が引き続き必要   

未来を担う 
人材の育成 

【平成30年度の取組】 
●未来の県づくりを担う高校・大学生を対象とした「やまぐち未来維新塾」の開催 
●地域が必要とする人材を輩出・育成する課題解決型教育プログラムの実施に向けた環境整備 
●小・中学生を対象とした学びの場（「平成の松下村塾」など）の充実 
●幕末・明治期に活躍した若者・女性の掘り起こし調査による若手研究者への支援 
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明治１５０年から未来へと繋ぐ人材育成事業 

地域への愛着心の育成 
【高等学校】 

【中学校】 

【大学等】 
愛着心の更なる向上 

・ふるさとの先人の「志」や「行  
 動力」に学び、地域への愛  
 着心の更なる向上を図る 

地域に愛着を持ち、自らの力で課題解決できる人材を育成する「人づくり」 
 

段階的にステップアップ 

地域人材の育成 

・ふるさとの先人の「志」や「行  
 動力」に学び、自らの将来 
 について考える人材を育てる 

地域人材の輩出 

・地域に愛着を持ち、自らの力  
 で課題解決できる人材を輩出 
 する 

・ふるさとの先人を知り、地  
 域への愛着心を育む 

「やまぐち未来維新」学生作文 
 コンクールの開催 

 
「若者『志』ミーティング」の開催
（トップリーダーとの対話型講義）  

コミュニティスクールにおける保護
者の参加による読み聞かせ授業 

「若者『志』ミーティング」報告会  

【小学校】 

～ 明治１５０年を契機とした   
         未来に向けた人づくりの取組～            
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１ 働き方改革実行計画の実現に向けた取組の着実な推進 
  ○ 時間外労働の上限規制の導入等の法令改正の早期実施 
  ○ 同一労働同一賃金の実効性を確保する法令改正とガイドライン整備の 
     早期実施 

 

 

働き方改革の推進について  
 

提
案
・要
望 

《内閣官房／内閣府／総務省／厚生労働省》 

～「３つの維新」への挑戦（超重点）要望～ 

課題・問題点 

取組 内容 

やまぐち働き方改革推進 
会議の設置 

・働き方改革実現会議（国）に先駆け、山口県の働き  
 方改革推進会議を設置（H28.8.18） 

長時間労働の縮減に向けた 
県内一斉の取組 

・やまぐち働き方改革推進会議による機運醸成 
・年次有給休暇の取得促進キャンペーンを県内全域で展開 

やまぐち働き方改革支援 
センターの設置 

・やまぐち働き方改革支援センターを開設（H28.9.8）し、 
 アウトリーチ支援を実施 
・県生産性向上拠点にアドバイザーを配置（H30.4.3） 

「誰もが活躍できるやまぐちの 
企業」認定制度 

・働き方改革の優良企業認定 
・Ｈ29年度新設、9事業所認定 
・重点的なマッチング支援 

テレワークの導入促進 
・県のサテライト・オフィス開設 
・専門家派遣（Ｈ29：6事業所が受入） 

女性活躍促進のための 
施設整備補助制度 

・女性の職域拡大に向け、女性専用トイレ等、「女性 
 が働きやすい職場環境整備」に対し補助 
・Ｈ30年度新設（県単独） 

やまぐち女性の活躍 
推進事業者宣言制度 

・一般事業主行動計画を策定し、県の認証を受けた 
 事業者を支援（60社：H29末） 

 ○仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

・長時間労働の是正 
・多様な働き方等の普及促進 

・地域における女性の活躍促進 

○山口県の先行的取組  

２ 女性の職域拡大と離職防止に向けた支援 
   ○ 職場環境の整備に向けた国助成制度の創設   
  ○ 女性活躍に向けた国支援制度の拡充 
  ○ テレワーク導入に向けた国支援制度の拡充 

３ 仕事と育児・介護との両立に向けた支援 
  ○ 育児・介護休業制度の拡充 

※平成27年国勢調査 

現状 
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【関連データ】 

■女性労働力率等 
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Ｍ字の左ピークが全国並み（81.4％）に
改善し、かつ、凹みを解消すると、新た
に9,000人を超える労働力が生まれる 



２ 女性の職域拡大と離職防止に向けた支援 
３ 仕事と育児・介護との 
両立に向けた支援 

育児・介護休業制度の 
拡充 

■育児休業の取得 
 ・原則１回まで ⇒複数回取得 

■育児休業給付金 
 ・180日まで：賃金６７％相当額 
 ・181日以降：賃金５０％相当額 
              ⇒６７％相当額 

■育児短時間勤務 
 ・３歳まで ⇒就学前まで 

■介護休業期間 
 ・９３日間 ⇒１年間 

１ 働き方改革実行計画の実現に向けた取組の着実な推進 

■やまぐち働き方改革推進会議 

 ・会長  山口県知事 

 ・副会長 山口労働局長 

 ・構成  労使団体、金融機関、大学など１５団体 

ワーク・ライフ・バランスの 
推進 

マッチング支援体制の強化と 
職業訓練の充実 

若者などの非正規雇用対策の 
推進 

勤務条件改善 
ＵＪＩターン就職の促進 

やまぐち働き方改革の方向性 

働き方改革実行計画の実現 

やまぐち働き方改革推進会議 
時間外労働の上限規
制の導入等の法令改
正の早期実施 

同一労働同一賃金の
実効性を確保する法
令改正とガイドライン整
備の早期実施 

■職場環境の整備に向けた助成制度（県） 
 ◎対象企業 
  ・やまぐち女性の活躍推進事業者 
 ◎対象経費 
  ・女性専用施設（トイレ、更衣室 等） 
  ・安全確保施設（スロープ、滑り止め 等） 
 ◎補助率 
  ・対象経費の２分の１以内 
 ◎限度額 
  ・中小企業 １００万円 
  ・大企業    ５０万円 

■テレワーク導入に向けた支援制度（国） 
 ◎機運醸成のためのテレワークセミナー 
  ・10か所開催  
   ⇒全国開催 
    （山口県含む） 

 ◎専門家の派遣 

  ・原則1回の派遣 
   ⇒複数回の派遣 

テレワーク導入に向けた 
国支援制度の拡充 

※平成28年通信 
利用動向調査 

職場環境の整備に向けた国助成制度の創設 
女性活躍に向けた国支援制度の拡充 

■女性活躍に向けた支援制度（国） 
 ◎地域女性活躍推進交付金 
  ・中小企業の行動計画策定を着実に推進 
   するため、地方の取組の充実が必要 
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１ 「子ども・子育て支援新制度」の円滑な実施に向けた保育人材の確保    
 ○ 保育士の配置基準及び処遇の更なる改善             

２ 地方の実情に応じた補助制度等の充実  
 ○ 地域少子化対策重点推進交付金の柔軟な制度運用及び財源の確保 
   ○ 放課後児童クラブの開所時間延長や長期休暇期間中の開設等に係る 
    補助要件の緩和 

３ 安心して出産・子育てができる環境の整備 
  ○ ネウボラを全県で推進するための相談支援や人材育成などの体制づく 
   りに対する支援の充実 
 ○ 病児保育事業の安定的な運営に向けた補助制度の拡充 
 ○ 一般不妊治療及び人工授精治療に対する国庫補助の導入 
 

 

結婚から子育てまでの支援施策の充実について 
 

提
案
・要
望  

現状 課題・問題点 

４ 子育て世帯の経済的負担の軽減 
 ○  第３子以降にかかる保育料負担軽減制度における所得制限撤廃 

 ○  幼児教育・保育の無償化の確実な実施と地方負担分の財源措置 
 

５ 三世代同居・近居の推進に向けた制度の拡充 
  ○  三世代同居住宅の新築・改築への支援や、所得税の軽減措置 
    などの三世代同居・近居を支援するための優遇策等の更なる充実 
  

 
○多様な保育ニーズに対応し、安心して子どもを生み育てられる環境 
    づくりを推進     
  → 保育士の配置基準の一部先送りや保育士不足  
○結婚、妊娠・出産、子育て支援の取組み 
  ・未婚化・晩婚化の進行・・・・未婚の理由「知り合うきっかけがない」36.8% 
    →「やまぐち結婚応縁センター」を設置し、1対１の出会いを応援 

  ・放課後児童クラブ(339か所)  
    →県独自の制度により、開所時間延長や長期休暇期間中のみの開設を支援 

  ・ﾈｳﾎﾞﾗの推進・・・ 「地域子育て支援拠点」を「まちかどﾈｳﾎﾞﾗ」として活用 

    →拠点（153か所）を子育て世代包括支援センターのブランチとして体制整備 

  ・病児保育施設(29か所) ・・・病院等からの繰入を行う施設 18施設(78.3%) 

→ 地方の実情に応じた補助制度等の充実が必要 

→ 保育人材の確保が必要 

○国庫補助の対象とならない放課後児童クラブの時間延長や長期休暇期間中 
  の開設に対するニーズへの対応が必要 

○不足する保育人材の確保には、配置基準や処遇の改善等が必要 

○市町で取組に差のあるネウボラを全県で推進する体制づくりが必要 
○病児保育は、ニーズの季節変動等があるため、安定的な運営の確保が困難 
○不妊治療に対し、国制度では一般不妊治療費及び人工授精治療費に対する支援なし 

→ 安心して出産・子育てができる環境の整備が必要 
・一般不妊・ 
 人工授精へ 
 の助成 

区分 一般不妊治療 人工授精治療 特定不妊治療 男性不妊治療 

助成限度額 3万円/年度 3万円/年度 初回：30万円/回 
２回：15万円/回 15万円/回 

負 担 割 合 県1/2   市町1/2 県10/10 国1/2   県1/2 国1/2   県1/2 

事 業 主 体 市町 県 県 県 

○少子化に歯止めをかけるため、子育て世帯の経済的負担の更なる軽減が必要 

→ 保育料の無償化の確実な実現が必要 

○「地域少子化対策重点推進交付金」については、地方の創意工夫が活かせ 
  るよう柔軟な制度運用が必要 

○第３子以降の保育料の無料化 ⇔  国制度：所得制限（360万円未満） 
○子育て中の親の孤立感・負担感を軽減するため、世代間の支え合いによる子育てし   
  やすい環境づくりが必要 

→ 三世代同居・近居に対する支援の更なる充実が必要  
○世代間の支え合いによる子育てしやすい環境づくり     
  ・協賛企業との連携によるパスポート制度や住宅支援制度の運用  

～「３つの維新」への挑戦（超重点）要望～ 

《内閣官房／内閣府／文部科学省／厚生労働省／国土交通省》 
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◆基本目標 １５年後までに合計特殊出生率が本県の希望出生率である「１．９」を達成できるよう、若者の結婚・      
       出産の希望の実現に向けて取り組み、Ｈ３１年までに合計特殊出生率を「１．６５」へ向上させる 
 
 
 
 

 

子育てしやすい 
環境づくり 

◆「みんなで子育て応援山口県」の推進  
◆仕事と子育ての両立支援 
◆妊娠・出産・健やかな成長のための保健医療サービスの充実 
◆子どもを守る取組の推進 

「少子化の流れ」を変える！  ～結婚・出産・子育て環境の整備～ 

結婚に向けた情報提供 
出会いの場など機会の提供 

○「やまぐち結婚応縁センター」 

 の運営 

出会いと結婚支援 

結  婚  

安心して出産・子育てができる環境整備 

○一般不妊治療から特定不妊 
 治療まで不妊治療の流れを 
 全てカバー 

不妊治療に対する 
支援の充実 

 企業の雇用環境 
づくりの促進 

多様なニーズに対応する子育て支援 

○第３子以降の保育料 

 負担の軽減 ほか 

 子育て家庭の 
経済的負担の軽減 

○託児スペースの整備を支援 

○お父さんの育児手帳の配布 

 放課後児童クラブ等への支援 

○開所時間延長や長期休暇中の 

 開設に向けた支援 

仕事と子育ての両立に向けた環境づくり 

○地域子育て支援拠点との連携による 

 地域の相談支援体制の強化 

 やまぐち版ネウボラの推進 

子 育 て 妊娠・出産 

結婚、妊娠・出産、子育て支援に係る山口県の取組 

山口県まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 三世代同居・ 
近居の推進 

○パスポート制度 

○住宅支援制度 ほか 

やまぐち子ども・子育て 
応援ファンド 

○子育て支援等に取り組む団体の 

 活動支援 

やまぐち子育て 
サポーターバンク 

○高齢者や子育て経験者等による 

 地域の子育て活動の支援 

○「結婚応援パスポート制度」に   

 よる各種特典の付与 

結婚・出産・子育てに対する 
若者の機運醸成 

○中高生と乳幼児親子とのふれあい体験 

○高校生を対象としたライフプラン 

 ニングセミナー ほか 

 男性の育児休業取得の促進 

○男性の育児休業取得に取り 

 組む企業を支援 

○施設整備の支援 
○広域利用の促進 ほか 

病児保育の充実 
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社会総がかりによる｢地域教育力日本一｣の取組の推進について                                                                              

   

課題・問題点 

提
案
・要
望 

現状 

《文部科学省》 

  

期待される効果 

～「３つの維新」への挑戦（超重点）要望～ 

 
 「やまぐち型地域連携教育」の取組を一層充実させるための支援 

  ○ 取組充実の核となる「地域連携教育エキスパート」の支援対象を県立学校に拡げるための財政支援の充実 

   

○「やまぐち型地域連携教育」の拡充を図るうえで、以下
の項目が課題 
 
・核となる人材(アドバイザー、エキスパート)の配置に係る財源
確保。 

・今年度の成果の調査研究結果に係る普及啓発に係る取組に
対する財源確保。 

 ・特別支援学校のコミュニティ・スクールの運営に係る国補助事
業がない。 

 ・各市町における家庭教育支援チーム設置体制が充分でなく、
家庭への支援が行き届かない。 

○ コミュニティ・スクールの設置状況 
  ・県内全ての市町立小・中学校に導入  
  （H28.4.1） 
  ・県立特別支援学校全１２校に導入 
   (H30.4.1) 
    ・県立高校３０校、中学校１校、中等教育 
      学校１校、市立高校１校に導入   
    （H30.4.1現在） 
○地域協育ネットの体制整備  
   ・県内全ての中学校区に「地域協育ネット」  
   協議会を設置（H27.3月末）  
   

○地域連携教育アドバイザーの配置状況 
   ・１５名を配置し、全１９市町の小・ 中学 
      校のコミュニティ・スクールの取組を助 
        言・支援    

○家庭教育支援チームの設置状況 
  ・ １９市町３１チーム(H30.4.1現在) 

○全県的な協議会の設置 
  ・やまぐち型地域連携教育推進協議会 
     の開催（年２回）   
○研修会の開催 
  ・やまぐち地域連携教育の集い 
   （県内２地域） 
   ・やまぐち地域連携教育推進フォーラム 

○ 学校・家庭・地域が連携・協働する取組の充実により、新学習指導要領がめざす、「社会に開かれた教育課程」が実現し、支え合い・助け合う温かい 
 地域の絆づくりやふるさとに誇りや愛着をもつ子どもの育成につながる。  
○ 地域とともにある学校づくりが、学校を核とした地域づくり、地域コミュニティの創造につながる。 
○ 小・中学校のコミュニティ・スクールを基盤として、高校のコミュニティ・スクールの取組が充実することにより、地域課題の解決や企業・大学等との連携 
 が進み、地域の担い手の育成や地域の活性化、若者の県内就職・定着につながる。 
○ 特別支援学校のコミュニティ・スクールが小中高等学校のコミュニティ・スクールとの連携を強化することにより共生社会の形成を図ることができる。 
○ 全ての家庭に対するきめ細かな支援体制が構築され、県内のどこでも、安心して子育てができる環境が整備される。 

  ○ 高校へのコミュニティ・スクール導入の推進に向けた財政支援の充実 

  ○ 「やまぐち型地域連携教育」の成果検証に係る調査研究及び普及に対する支援体制の確立 

  ○ 特別支援学校のコミュニティ・スクール運営の活性化に対する財政支援の充実   

  ○ 学校と連携した家庭教育支援チームの体制強化（モデル化と普及）に対する財政支援の充実 
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 地元工業高校の文化祭に

「とみとうカフェ」を出店

し、笑顔でおもてなしの心

を持ってサービスの提供に

取り組み、高校生や地域の

方との交流を深めた。 

 

 地域人材で編成された家庭教育支援

チームが学校のコミュニティルームや

公民館等を拠点として、学習機会の提

供や相談対応、情報提供、親子参加型

行事等、地域の実情やニーズに応じた

活動を展開している。 

 校区内で一人暮らしを

されている高齢者を児童

が訪ね、メッセージのつ

いた花を届ける「フラ

ワーデー」を行った。 

 

高校の取組 

特別支援学校の取組 

家庭教育支援の取組 
 「ふるさとを愛し、

学校を誇りに思う心を

育む」のテーマのも

と、地域住民、生徒代

表、保護者、教職員が

参画した熟議を行っ

た。 

 
特別支援学校のＣＳ運営の活性化に

対する財政支援の充実  

学校と連携した家庭教育支

援チームの体制強化に対す

る財政支援の充実  

助言・支援

「やまぐち型地域連携教育」の推進

県・市町教育委員会
地域連携教育アドバイザー、地域連携教育エキスパート

地域住民

公民館等

福祉関係
団体

社会教育
関係団体

企 業
ＮＰＯ等

大学
私立学校等

中学校

コミュニティ・ スクール
（学校運営協議会）

高校・特別支援学校等

コミュニティ・ スクール
（学校運営協議会）

幼稚園・保育所・認定こども園

スポーツ・
文化団体

自治会
コミュニティ

放課後
子ども教室等

小学校

コミュニティ・ スクール
（学校運営協議会）

小学校

コミュニティ・ スクール
（学校運営協議会）

地域協育ネット協議会

家庭教育
支援チーム

関係機関等 首長部局連携・協働 連携・協働

コミュニティ・スクールの

３つの機能の充実
めざす方向性

地域コミュニティの創造

支え合い・助け合う
温かい地域の絆がある

地域の担い手の育成

子どもがふるさとに
誇りや愛着をもっている

子育て環境の充実

県内のどこでも
安心して子育てができる

コミュニティ・スクールを核とした地域のネットワークの強化による

人づくりと地域づくりの好循環の創出

「地域教育力日本一」の実現

学校運営

学校運営の質の向上

学校支援

学校教育の質の向上

地域貢献
地域のよりどころとなる

学校づくり

成果検証に係る調

査研究及び普及に

対する支援体制の

確立  

小学校の取組 

「地域連携教育エキス

パート」の支援体制を

県立学校に拡げるため

の財政支援の充実  

 市の模擬職員として、まち

の課題の把握、その解決に向

けた実地調査、市職員との検

討等を行い、市長にまちづく

りについての施策案を提出す

る取組を行った。 

中学校の取組 

高校へのＣＳ導入の推進に向

けた財政支援の充実  

38 



 
 
 → 統合型校務支援システムや教育支援サイトの導入による業務のさら 
   なる効率化 
 → 地域人材等を活用した学校支援のためのサポートスタッフの配置に 
   よる教員の負担軽減 
 

教員の「長時間勤務の是正」に関する総合的な取組の着実な推進 
  
 ○ 業務の見直し・効率化に対する支援 
  ・ 都道府県立学校への統合型校務支援システムや教育支援サイトの導入 
    に対する支援 

学校指導・運営体制の充実に向けた学校の働き方改革の推進について 
      《文部科学省》 

提
案
・要
望 

現状 

課題・問題点 

～「３つの維新」への挑戦（超重点）要望～ 

 
・業務改善対策会議や業務改善プロジェクトチームの設置（平成25年～） 
・業務改善目標（平成29～31年度で時間外業務を3割削減）や部活動休養日等の設定 
・学校現場における業務改善加速事業の実施（国委託事業 平成29年～） 
・「山口県 学校における働き方改革加速化プランの策定」（平成30年3月） 

・中央教育審議会 初等中等教育分科会  
 学校における働き方改革特別部会（平成２９年８月２９日） 
 
 
 
・新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の 
  構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策 
  について（中間まとめ） 
・学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校 
  における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底につ 
   いて （文部科学省通知） 

・運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン（スポーツ庁） 
 
 

教員が本来行うべき業務に集中できる環境の整備 

「学校における働き方改革に係る緊急提言」 

【国の動向】 

【県の取組】 

  Ｈ２８ 

人数 割合 

小学校 １８ 0.4% 

中学校 ２６２ 9.8% 

県立学校 ３２７ 9.2% 

 

月時間外業務時間100時間以上の人数・割合 

 

文部科学省教員勤務実態調査 

 

 

【県の現状】 

   
 ○ 学校支援人材の活用に対する支援 
  ・ 部活動指導員や学校アシスタント等専門スタッフの配置に対する 
        継続的な支援  

働き方改革やワークライフバランスに関する教員の意識改革 

→ 部活動指導業務手当の支給要件の見直し 
→ 学校・教員の意識改革に向けた研修の充実や、業務改善の 
     専門家によるきめ細かな指導・助言 

    ○ 勤務体制等の改善に対する支援 
  ・ 部活動指導業務手当の支給要件の見直し 
  ・ ワーク・ライフ・バランスに関する指導・助言体制の充実 
  ・ 各学校への業務改善アドバイザーの派遣の充実 
 
  

  Ｈ２８ 

割合 

小学校 33.5% 

中学校 57.6% 

（週60時間超の勤務時間） 

 

 

※月80時間超の残業時間 

 

 

    ○ 地域と連携した部活動の指導・運営に係る体制整備への支援 
  ・ 部活動指導員を含む外部指導者に対する資質向上のための指導 
    ・助言体制の確立 
  ・ 総合型地域スポーツクラブや地元企業・団体等による部活動の支 
    援体制構築のための財政支援 
  ・ 部活動コーディネーター（仮称）による活動環境・体制づくりの推進 
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教
員
が
主
に
行
う
べ
き
業
務

 

そ
の
他
の
業
務

 

・授業・学習指導 
（授業計画・準備、採点、通知表作成等） 
 

・学級経営 
（学級担任等） 
 

・生徒指導 
（面談、進路指導等） 
 

・新たな教育課題への対応のために
必要な業務 
 ・新学習指導要領の確実な実施 
・通級指導等特別支援教育 
・小学校英語等の専科指導 
・いじめ、道徳対応の強化 

・アクティブ・ラーニングの視点からの授業 
改善 

 

・教材の印刷等（補助的業務）、教員の業務
であるが負担軽減が可能な業務 
 

・部活動等、学校の業務であるが、必ずしも
教員が担う必要のない業務 
 

・登下校の対応や地域ボランティアとの連絡
調整等、基本的には学校以外が担うべき業
務 
 
 
 
 

 
・
教
員
の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
実
現

 

 
・
持
続
可
能
な
学
校
の
指
導
・
運
営
体
制
の
構
築

 

教員業務の現状 働き方改革 

 
 
 
・部活動指導員 
・学校アシスタント 
（業務・地域連携協働活動） 
・スクールカウンセラー 
・スクールソーシャルワーカー 

専門スタッフ 

 
 

教員 

新学習指導要領の確実
な実施を含め、授業や
学級経営、生徒指導等
に、より専念できる体制 

めざすもの 

教員が多様な
業務を担って
いる 

県の取組 

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
加
速
化
プ
ラ
ン
の
着
実
な
推
進

 

統合型校務支援システム 
業務の見直し・効率化 

統合型校務支援シス
テムや教育支援サイト
の導入等 

 
 
・総合型地域スポーツクラブ 
・地元企業・団体 

地域の支援団体 
地域との連携 

民間団体による部活動
の支援 

 
学校支援人材の活用 

学校サポートスタッフ
の活用 

 

勤務体制等の改善 
手当支給要件の見直し 

学校・教員の意識改革
の推進 
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 １ 高潮・津波対策 

   ○ 高潮・津波対策を推進するための予算の確保 
 
 ２ 洪水対策 

   ○ 洪水対策を推進するための予算の確保  
 
 ３ 土砂災害対策 

   ○ 土砂災害対策を推進するための予算の確保 
 
 ４ 道路・堤防の耐震化 

   ○ 道路・堤防の耐震化を推進するための予算の確保 
 
 ５ 公共土木施設の老朽化対策 

   ○ 公共土木施設の老朽化対策を推進するための予算の確保と地方財政措置の充実  
 
 ６ ため池災害の未然防止対策 

   ○ ため池災害に対する地域の防災・減災力の強化のための予算の確保 
 
 ７ 農林水産施設の長寿命化対策 

   ○ 農林水産施設の長寿命化に向けた適切な保全管理を推進するための予算の確保 
 
 ８ 公立学校施設の耐震化 

   ○ 耐震化事業に対する国庫補助の嵩上げ措置の拡充 

   ○ 耐震化事業に係る地方財政措置の充実  ○ 耐震化事業の予算確保 
 
 ９ 私立学校施設の耐震化 

   ○ 耐震化事業の予算確保    
  10 建築物の耐震改修 

   ○ 大規模建築物及び防災上重要な建築物の耐震改修費用に対する国の支援の延長及び拡充 

防災・減災対策の推進について 

提
案
・要
望 

《内閣府／総務省／文部科学省／農林水産省／林野庁／水産庁／国土交通省》 

高潮・津波 洪水 

土砂災害 

用途廃止ため池の切開 

～「３つの維新」への挑戦（超重点）要望～ 

土砂災害防止施
設の老朽化対策 

治山ダムの補修 学校の耐震化 

橋りょう耐震補強 
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 「災害に強い県づくり推進プロジェクト」の実行  

～ 大規模な自然災害等の発生に備え、災害に強い県づくりを目指す ～ 

防災・減災対策の推進にかかる主な要望内容 

○河川改修事業やダム建 
  設事業等のハード対策 
   を推進するための予算の 
   確保 
○避難体制等の充実・強 
  化を図るソフト対策の推 
  進 

２ 洪水対策 ３ 土砂災害対策 

○橋りょうの耐震補強の 

   推進 

○堤防の耐震化の推進 

４ 道路・堤防の耐震化 

○長寿命化のための補修工 
   事の推進 
○道路施設の的確な維持 
   修繕の推進 
○長寿命化のための点検・ 
   調査に対する地方財政 
   措置の充実 

５ 公共土木施設の 
   老朽化対策 

○海岸防災・周防高潮対  
  策事業の推進 
○津波・高潮危機管理対 
  策緊急事業の推進 
○避難体制等の充実・強 
  化を図るソフト対策の推 
   進 

１ 高潮・津波対策 

７ 農林水産施設の 
   長寿命化対策 

８ 公立学校施設の 
   耐震化 

○耐震改築補助制度の平 
  成３１年度以降への再 
  延長（中学校、高等学校） 

○耐震改築・耐震補強に 
  係る県事業計画の確実 
  な採択（幼稚園、認定こど 
    も園、中学校、高等学校） 

 
  

９ 私立学校施設の 
   耐震化 

６ ため池災害の 
   未然防止対策 

10 建築物の耐震改修 

○砂防事業の推進 
○地すべり対策事業の推進 
○急傾斜地崩壊対策事業  
  の推進 
○治山事業の推進 

○老朽化ため池の計画的 

  かつ早期整備の促進 

○調査計画事業の定額助 

  成制度期間の延長 

 

○農業水利施設の長寿命 
  化の推進 
○治山施設の長寿命化の 
  推進 
○漁港施設及び海岸保全 
   施設の長寿命化の推進 

○改築（耐震化）事業に 
   対する国庫補助の拡充 
○吊り天井落下防止対策 
   に対する国庫補助の拡充 
○地方債、地方交付税措 
   置の充実 
○耐震改修事業に対する 
  十分な予算確保 

○大規模建築物及び防災  

   上重要な建築物の耐震 

   改修費用に対する国の 

   支援の延長及び拡充 
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持続可能な財政構造の確立に向けた地方税財源の確保について 
《内閣官房／総務省》 

提
案
・要
望 

現状 課題・問題点 

１ 地方の一般財源総額の確保 
  
 ○ 人口減少や少子高齢化が進行する地方公共団体においても地域の 
    実情に沿った行政サービスを担うことができる一般財源総額の確保 
 ○ 法定率の引上げによる地方交付税の増額と臨時財政対策債の廃止 
 ○ トップランナー方式に係る影響額の地方への還元と地域の実情に配 
    慮した措置の実施 

２ 地方創生の実行に必要な財源措置の充実 
 
 ○ 地方財政計画における「まち・ひと・しごと創生事業費」の拡充及び「取組の必要度」を重視した配分の継続 
 ○ 地方創生推進交付金の額の確保と自由度の拡大、地方創生推進交付金の地方負担に対する「まち・ひと・しごと創生事業費」とは別途の地方財政措置の確保 

 ○ 地方法人課税の偏在是正 
 ○ 法人事業税の分割基準の見直し 
 ○ 車体課税の見直しに係る安定的な税財源の確保 
 ○ ゴルフ場利用税の堅持 

全 

般 

的 

事 

項 

・本県においては、極めて厳しい財政状況を踏まえ、昨年設置した 
 行財政改革統括本部を中心に、収支均衡した行財政基盤の確立に 
 向けた徹底した歳出構造改革や財源確保対策を着実に実行 
・平成30年度の地方財政計画では、地方の一般財源総額は前年度より 
 0.04兆円上回る62.1兆円を確保。臨時財政対策債は0.1兆円減少した   
 が、その残高は今後も増加する見込み 
・トップランナー方式による交付税算定が行われる中、その影響額の 
 活用の在り方や地方財政計画上の取扱いを今後国が明確化 

地 

方 

税 

・地方法人課税は地域間において税源の偏在性が大きい 
・分割基準は前回の見直しから10年以上経過し、社会経済情勢が変化 
・自動車の保有に係る税負担の軽減に関し総合的に検討 
・ゴルフ場利用税については「今後長期的に検討」と位置づけ 

地
方
創
生 

○地方創生に係る平成30年度の地方財政措置 
 ・まち・ひと・しごと創生事業費  1.0兆円（前年度同額） 
 ・地方創生推進交付金     1,000億円（前年度同額） 

・トップランナー方式導入の影響として地方歳出が一律削減となるおそれ 
  → 地方の行財政改革により生み出された財源は地方に還元するとともに、 
    スケールメリットが働かない地域の実情に配慮した措置が必要 

・地域の実情に即した主体的な取組に対する地方財政措置が必要 
  → 長期的な取組の必要度を踏まえた地方交付税の配分の継続や、地方 
       創生推進交付金の制度充実とその地方負担に対する確実な財政措置 

・税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築 
  → 地方法人課税における偏在是正措置の検討が必要 
  → 製造業の事業活動を的確に反映した分割基準の見直しが必要 
  → 車体課税の見直しには具体的な代替税財源の確保が必要 
  → ゴルフ場利用税は都道府県・市町村の貴重な財源であり堅持が必要 

・地方全体の一般財源総額は平成27年度水準を実質的に確保する中、人口 
 減少傾向にある本県では一般財源総額・基金残高ともに減少 
 → 人口減少や少子高齢化により、税収等が減少する一方で社会保障費等 
    が増大している地方公共団体の実情を踏まえた地方財政措置が必要 

～「３つの維新」への挑戦（超重点）要望～ 
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○山口県の一般財源総額の推移 

（億円） 

 H27以降減少傾向 

○本県の財源調整用基金（財政調整基金、減債基金、 
   大規模事業基金）残高の推移 

（億円） 
※H28までは決算ベース、H29は決算見込ベース、H30は当初予算ベース 

240 

152 143 

110 108 
78 

0
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100
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200
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H25 H26 H27 H28 H29 H30

1,740  1,735  1,740  1,752  

1,708  1,745  1,696  1,677  

380  311  309  305  

3,828  3,792  3,746  3,734  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

Ｈ２７決算 Ｈ２８決算 Ｈ２９見込 Ｈ３０当初 

県税・地方譲与税等（市町交付金分を除く） 地方交付税 臨時財政対策債 

地方税計   2.4倍 
地方消費税 1.6倍 
個人住民税 2.6倍 
法人二税   6.1倍 

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0

法人二税 

個人住民税 

地方消費税 

（清算後） 

地方税計 

81.2 

80.8 

94.9 

86.2 

41.0 

62.6 

81.3 

68.5 

249.6 

162.3 

132.5 

167.0 
最大 

最小 

山口県 

※全国を100とした場合の指数（平成28年度決算額） 

最大と最小の比較 

○人口一人当たりの税収額（都道府県） 

法人二税は 

偏 在 性 が 

大 き い 
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